
令和８年度結婚新生活支援事業 
申請者チェックシート 

 
１．募集対象者（すべての項目にチェックが入らないと申請できません） 

婚 姻 日 □ 令和８年１月１日以降に婚姻届を提出し受理された 

住⺠登録 
□ 夫婦の双方又は一方が寒河江市内に居住し、補助対象となる当該住宅に住

⺠登録をしている 
年 齢 □ 夫婦共に婚姻時点で３９歳以下 

所 得 
□ （奨学金の年間返済額を控除した後の）夫婦の所得の合計額が５００万円

未満である 

そ の 他 

□ 夫婦の双方又は一方が前年度以前に本補助金の交付を受けたことがない
（他自治体が実施する結婚新生活支援事業を含む） 

□ 生活保護法による住宅扶助を受けていない 
□ 暴力団員でない 
□ 夫婦の双方が次のいずれかを受講等している 

※該当する講座等に〇を付けてください。 
ア ライフデザイン支援に関する講座 
イ プレコンセプションケアに関する講座 
ウ 医療機関への妊娠・出産に係る相談 
エ 共家事・共育て講座（男性の家事・育児参加のための講座を含む） 

 
２．対象経費（該当する経費にチェックを入れてください） 

住 居 費 
□ 令和８年４月１日以降に支払った賃料（１か月分のみ）、敷金、礼金、共益

費（１か月分のみ）及び仲介手数料である 
引越費用 □ 令和８年４月１日以降に引越業者又は運送業者へ支払った費用である 

 
３．必要書類 

証明書関係 
□ ⼾籍謄本 
□ 住⺠票謄本（婚姻を機に賃借した住宅等へ異動後のもの） 
□ 夫婦の所得証明書（申請時点において直近のもの） 

奨学金を返済している場合 □ 貸与型奨学金の年間返済額が確認できる書類 

給与所得者の場合 
□ 住宅手当の受給額が確認できる書類（給与明細、証明書等） 

※受給していない場合も、そのことが確認できる書類を提出
してください。 

住居費が対象となる場合 
□ 住宅の賃貸借契約書の写し 
□ 住居費の領収書等の写し 

引越業者又は運送業者を利
用した場合 

□ 引越費用の領収書等の写し 

振込先口座 
□ 補助金の振込先口座の通帳の写し（金融機関名、支店名、口

座種別、口座番号及び口座名義人を確認できるもの）  


